
平成２５年度第２回富山市入札監視委員会の概要 

開催日時・場所 平成２６年２月６日（木）午後２時００分から４時００分 

富山市役所第４委員会室 
委           員
（委員数５名） 

出 席 ４名 

委員長  古  田  俊  吉  （富山大学名誉教授） 
委  員  新  畑      彬  （大沢野地域審議会会長） 
委  員  大 石 貴 之 （弁護士） 
委  員  猿  田  淳 子  （税理士） 

欠 席 １名 委 員 彼 谷   環 （富山国際大学准教授） 

次           第 １  開会 
２ 委員紹介 
３ 委員長の選任 
４  富山市の入札・契約手続の運用状況について 
 ・富山市の建設工事等の入札・契約制度について 
 ・入札・契約事務の改善について 
 ・指名停止等の運用状況について 
 ・入札・契約方式別の発注工事及び落札率について 
５  審議対象工事の抽出について 
６  抽出工事の審議 
７  審議結果のまとめ 
８  閉会 

対 象 期 間 平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日まで 
抽 出 工 事

（落札率） 
１０件（対象工事件数６０９件） 
①  一般競争入札（４件） 

・ （仮称）富山市スポーツパーク整備（その２）工事（97.87%）

・ 農業集落排水事業水橋小池・五郎丸地区管渠築造(第７工

区)工事（94.64%）  
・ 重要文化財浮田家住宅保存修理工事（98.26%） 
・ 流域関連富山公共下水道新鍛治川排水区呉羽町北地区呉羽

貯留池整備工事(98.24%) 
②  指名競争入札（５件） 

・ 市道下野１２号線改良工事（99.22％） 
・ 山室第２土地区画整理事業市有地整地（その２）工事

（99.32％） 
・ 猪谷配水池電機室築造工事（99.65%） 
・ 市道構西上線改良工事（99.81％） 
・ 市道若土湯線改良工事（99.32％） 

  ③  随意契約（１件） 
・ 配水管切り回し工事（99.81%） 

審 議 の 概 要 別紙のとおり 
委 員 会 の 意 見 平成２５年度上半期分の富山市発注の建設工事に係る入札・契約に

ついては、概ね適正に行われていたと判断する。 



別  紙 
意 見 ・ 質 問 回 答 

①業種別によって落札率が異なってい

るのは、各業種の特性なのか、予定

価格の事前公表が高止まりの原因な

のか、それとも、市の予定価格が下

げ幅の少ない内容になっていたの

か。 

①当市の入札について、一部工事は応

札者がなく、再度入札にかけたこと

や予定価格を事前公表しているこ

と、建設業者の技術者が不足してい

ることが、高落札率につながってい

ると考えています。 
②「（仮称）富山市スポーツパーク整備

（その２）工事」について、入札公

告の中で、「（仮称）富山市スポーツ

パーク整備（その１）工事の落札者

は、この入札の落札者となることが

できない。」と入札の制限をしている

のは、受注の公平性からか。 

②そのとおりです。 

③「（仮称）富山市スポーツパーク整備

（その２）工事」について、入札公

告に「官公庁等発注の土木一式工事

の元請として」と施工実績を求める

記載があるが、下請けでの実績は、

施工実績として一切認めないという

ことか。 

③入札参加資格の施工実績につきまし

ては、業者の施工の能力を担保する

ために、元請としての実績を求めて

います。 

④「農業集落排水事業水橋小池・五郎

丸地区管渠築造(第７工区)工事」につ

いて、入札公告に、「契約条項の閲覧

期間、平成２５年７月２９日から同

年８月１９日まで」とあるが、この

期間について何かルールはあるの

か。この工事についてのみ、閲覧期

間が長いようだが、何か理由がある

のか。 

④閲覧期間についてのルールはありま

す。基本的には公告日から入札締切

日までの期間になりますが、工事の

金額によって建設業法上見積期間が

定められていますので、一番金額が

大きい工事で最短で１０日間となり

ます。この定めに従ったもので公告

を出しますが、この工事につきまし

てはお盆期間をまたいでいましたの

で、入札参加者のお盆休みを考慮に

入れまして、このような閲覧期間と

なっています。 
⑤「流域関連富山公共下水道新鍛治川

排水区呉羽町北地区呉羽貯留池整備

工事」について、入札公告にある、「設

計図書に対する質問期間」が、他に

比べて短くなっているのはなぜか。

⑤上下水道局では、契約課をとおさず

に入札事務を行っていますが、一般

競争入札については、設計金額に関

わらず、月曜日に入札公告を出して、

同週の木曜日に質問を締め切ってい

ます。 
 



⑥「配水管切り回し工事」について、

随意契約の基準は予定価格１３０万

円以下だったはずだが。 

⑥今回は緊急の事案であり、特命随意

契約となるため、金額による随意契

約基準には当てはまりませんが、随

意契約（特命指名）ガイドラインの

中で運用することとなります。 

⑦辞退理由が記載ない場合でも、理由

を推察して、今後の指名案作成に活

かさないと、何回も辞退されるのも

問題があるかと思いますので、気を

つけてもらいたいと思います。 

 

 


